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児童クラブ施設整備事業

会計区分 事業類型 施設整備系
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一般会計 担当課

事務事業名 担当部

根拠法令・個別計画

3

総合計画

分野別計画

予算区分

事業期間

子育て家庭を支援します

2

平成１２年度以前

教育・子育て

3

～

こども政策課

子育て支援係

2

児童福祉法　次世代育成支援対策行動計画

2

平成３０年度以降

子育て支援

◆25年度実施内容

児童クラブの対象学年の拡大に伴い、狭隘である施設を整備し、児童の処遇環境の改善を

図った。

・米野児童クラブ　敷地面積980.91㎡　鉄骨造2階建　延床面積231.74㎡

・本庄児童クラブ　敷地面積983.98㎡　鉄骨造2階建　延床面積253.08㎡

・味岡児童クラブ　敷地面積481.69㎡　鉄骨造2階建　延床面積387.34㎡

・北里児童クラブ　小学校の総合学習室を児童クラブ室に改修

・篠岡児童クラブ　小学校の図工室を児童クラブ室併用に改修し、5組の教室を児童クラブ

室に改修

◆25年度直接経費の内訳

　手数料（420千円）

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

児童クラブ施設の整備を図ることにより、児童の生活の場の環境の改善を図る。
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　手数料（420千円）

　設計・監理委託料（9,838千円）

　工事請負費（255,944千円）

　負担金（486千円）

◆26年度直接経費の内訳

　工事請負費（1,200千円）

※国交付金　　地域の元気臨時交付金（170,100千円）

※県補助金　　児童厚生施設等整備補助金（4,666千円）

※その他　　　　社会福祉基金繰入金（79,900千円）
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事業実施におけ

る課題

小学校6年生まで受け入れすることに伴い、入所者が増加しており、児童クラブの重

要性は益々高まっているが、保育室スペースのキャパシティーが不足している。
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達成状況

施設整備を行ったことにより、保育室スペースの確保ができ、安全と衛生に配慮した

運営を行うことができた。
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対象の拡大や手段の充実等により、事業のボリュームを拡

大すべきもの
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２７年度以降

の改善案

子ども・子育て支援法により、平成27年度から放課後児童クラブの対象年齢が小学6

年生までに引き上げられることから施設の拡充を実施する。
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果果果果

小学校6年生まで受け入れすることに伴い、施設の拡充を実施する必要があるため。判定理由

待機児童が増加し、就労者の仕事と子育ての両立の支援が困難となる。

拡　大

施設の拡充が必要な児童クラブについて、各小学校及び関係機関と調整のうえ、計

画的に施設整備を行っていく。
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一次評価のとおり。


